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証券コード　2136

令和元年６月11日

株 主 各 位
神奈川県横浜市西区楠町８番地８

株 式 会 社 ヒ ッ プ
代表取締役社長 田 中 吉 武

第24期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第24期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、令和元年６月26日（水曜日）

午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 令和元年６月27日（木曜日）午前10時

２．場 所 神奈川県横浜市西区楠町８番地８

当社本店会議室

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第24期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）事業

報告及び計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役２名選任の件

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、イ
ンターネット上の当社ウェブサイト(アドレス　https://www.hip-pro.co.jp/)に
掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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（提供書面）

事　業　報　告

(平成30年４月１日から)平成31年３月31日まで

１．会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の影響や中国経済減速の

顕在化など、海外経済への懸念はあるものの、企業収益や雇用環境の改善、

設備投資の堅調な推移などを背景に、緩やかな回復基調で推移しました。

製造業を中心とした顧客企業においては、開発投資を継続するなかで、慢

性的な技術者不足となっており、ソフトウエア関連を中心に当社への技術者

要請も活発な状況で推移しました。

このような状況のなか、近年取り組んできた組織再編による体制強化が浸

透したことに加え、顧客要請に対する迅速かつ積極的な営業展開や、採用担

当者の増員などの採用強化を推進したことで、多くの指標が前事業年度を上

回りました。技術者数は新卒採用や中途採用の推進、高い定着率の維持によ

り増加し、稼働率においては新卒の稼働が想定よりも早期に進むなど、前事

業年度を上回る高い稼働率となりました。技術料金においても、適正レート

確保に向けた継続的な取り組みに努めたことで前事業年度を上回りました。

これらの結果、当事業年度の売上高は５３億５千４百万円と前事業年度比

４．６％の増収、営業利益は５億４百万円と前事業年度比２２．４％の増益、

経常利益は５億１百万円と前事業年度比２２．５％の増益、当期純利益は前

事業年度において特別利益に子会社株式売却益（１億８千３百万円）を計上

していた影響もあり、前事業年度比１９．０％減の３億３千９百万円となり

ました。

なお、当社の事業セグメントは単一セグメントでありますので、セグメン

ト別の記載は省略しております。

－ 2 －

当事業年度の事業の状況
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　事業区分別の売上実績は、次のとおりであります。

（単位：千円）

事　業　区　分

第23期
（自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日）

第24期
（自　平成30年４月１日
至　平成31年３月31日）

売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比

事業
区分

輸送用機器関連 2,203,141 43.1％ 2,182,426 40.8％

機械関連 526,249 10.3％ 558,344 10.4％

情報通信・精密機器関連 1,056,771 20.6％ 1,095,212 20.5％
 

電気電子機器・半導体回路関連 590,757 11.5％ 617,136 11.5％

情報処理・ソフトウエア関連 742,475 14.5％ 901,004 16.8％

合　　　　　計 5,119,394 100.0％ 5,354,123 100.0％

（注）売上高には消費税等は含まれておりません。

②　設備投資の状況

当事業年度は、重要な設備投資はありませんでした。

③　資金調達の状況

当事業年度は、増資、社債発行による資金調達はありませんでした。な

お、運転資金等は自己資金及び金融機関からの借入金により賄いました。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

の状況

該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

－ 3 －

当事業年度の事業の状況
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(2)直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第 21 期

(平成28年３月期)
第 22 期

(平成29年３月期)
第 23 期

(平成30年３月期)

第 24 期
(当事業年度)
(平成31年３月期)

売 上 高 (千円) 4,720,872 4,887,478 5,119,394 5,354,123

経 常 利 益 (千円) 316,222 343,131 409,298 501,427

当 期 純 利 益 (千円) 198,784 239,494 419,641 339,872

１株当たり当期純利益 (円) 50.01 60.25 105.56 85.50

総 資 産 (千円) 3,507,457 3,778,895 4,351,292 4,611,308

純 資 産 (千円) 1,719,008 1,898,874 2,270,754 2,515,221

１株当たり純資産額 (円) 432.43 477.68 571.23 632.73

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数に基づき算出し

ております。

２．１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式数に基づき算出しており

ます。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

該当事項はありません。

－ 4 －

財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況
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(4) 対処すべき課題

当社事業において、今後も持続的な成長を実現するためには、以下の事項

が重要な課題であると考えております。

①採用の強化

全国の各拠点と人材開発部が密に連携をとり、環境に適した様々な施策を

展開して、当社の魅力をしっかりと伝えるとともに、効率的な採用活動を推

進し、優秀な人材の確保に努めてまいります。

②営業力の強化

顧客への迅速な対応を実現するための営業体制強化を推進し、新規顧客開

拓などによる受注量の拡大に加えて、顧客ニーズに適した人材の早期配置を

図ることで、顧客満足度の向上に努めてまいります。

③技術者の育成

時代や環境に即した教育体制の強化・充実を推進し、継続的な技術力の向

上を図ることで、顧客の信頼に応えるプロの技術者の育成に努めてまいりま

す。

④サポート体制の充実

当社では設立から現在まで、技術者にとって働きやすい環境の整備を進め

てまいりました。今後も技術者の満足度を高める制度・体制の整備に力を注

ぎ、社員定着率の更なる向上を図ってまいります。

以上を取り組んで行くことで、事業の拡大を図り、利益を確保してまいり

ます。

－ 5 －

対処すべき課題
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(5) 主要な事業内容（平成31年３月31日現在）

当社は、大手メーカーを中心とした各顧客企業に対して、機械、電気・電

子、ソフトウエア分野において設計・開発などの技術サービスを提供してお

ります。当社の提供するサービスは、従業員である技術者が担っており、各

顧客企業に技術者を派遣して設計・開発等の業務にあたり、又は顧客から設

計・開発等の業務を請負うことにより提供しております。当社の主要顧客企

業を事業区分別に見ると下表のとおりであります。

顧客企業の事業区分 当 社 の 行 う 設 計 ・ 開 発 の 内 容

輸 送 用 機 器 関 連
自動車(ボディ、シャーシ、トランスミッション、エンジン、各種
内外装品など)、車載用製品(カーエアコン、カーナビゲーション、
エンジン制御装置・各種電子、制御装置など）、航空機など

機 械 関 連 半導体製造装置、サービス用機器、アミューズメント機器など

情報通信・精密機器関連 ＡＶ機器、携帯電話、プリンター、ファクシミリ、医療機器など

電 気 電 子 機 器 ・
半 導 体 回 路 関 連

デジタルカメラ、プロジェクター、民生用機器、ＬＳＩなど

情 報 処 理 ・
ソ フ ト ウ エ ア 関 連

通信システム、医療検査システム、制御システムなど

(6) 主要な営業所（平成31年３月31日現在）

本 社 神奈川県横浜市西区

営 業 所 仙 台 営 業 所 宮城県仙台市青葉区

北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区

東 京 営 業 所 東京都渋谷区

横 浜 営 業 所 神奈川県横浜市西区

浜 松 営 業 所 静岡県浜松市中区

名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市北区

福 岡 営 業 所 福岡県福岡市博多区

－ 6 －

主要な事業内容、主要な営業所
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(7) 使用人の状況（平成31年３月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

789名 28名増 36.6歳 8.9年

（注）使用人数は就業員数であります。

(8) 主要な借入先の状況（平成31年３月31日現在）

借　入　先 借　入　額

株 式 会 社 横 浜 銀 行 400,000千円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 200,000

株 式 会 社 神 奈 川 銀 行 50,000

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 7 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項
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２．株式の現況（平成31年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 13,500,000株

（2）発行済株式の総数 3,975,300株

（3）株主数 1,631名

（4）大株主（上位10名）

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ベ ス ト プ ラ ン ニ ン グ 1,000,000株 25.15％

田 中 吉 武 647,400 16.28

ヒ ッ プ 従 業 員 持 株 会 378,300 9.51

ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 93,200 2.34

田 　 中 　 佐 津 枝 91,800 2.30

岩 崎 篤 二 61,000 1.53

成 川 武 彦 51,500 1.29

株 式 会 社 神 奈 川 銀 行 45,000 1.13

株 式 会 社 横 浜 銀 行 45,000 1.13

東京海上日動火災保険株式会社 45,000 1.13

　(注）持株比率は、自己株式（99株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等の状況
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況（平成31年３月31日現在）

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況

該当事項はありません。

－ 8 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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４．会社役員の状況
（1）取締役及び監査役の状況（平成31年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 概 況

代 表 取 締 役 社 長 田 中 吉 武

常 務 取 締 役 廣 瀬 　 透 人事部長

取 締 役 田 中 伸 明 企画部長　経理担当

取 締 役 及 川 善 雅 株式会社ブレス　代表取締役

常 勤 監 査 役 石 榑 享 司

監 査 役 佐 　 藤 　 正 八 郎

監 査 役 得 丸 大 輔

（注）１．取締役及川善雅氏は社外取締役であります。

２．監査役佐藤正八郎氏及び得丸大輔氏は社外監査役であります。

３．当社は、東京証券取引所に対して、取締役及川善雅氏、監査役佐藤正八郎氏及び

監査役得丸大輔氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

４．当事業年度中の取締役の地位及び担当変更は以下のとおりです。

氏 名 新 旧 変更年月日

廣 瀬 　 透 常務取締役　人事部長 常務取締役　経理担当 平成30年６月28日

田 中 伸 明
取締役　企画部長
　　　　経理担当

取締役　企画部長
平成30年６月28日

（2）責任限定契約の内容の概要

　当社は会社法第427条第１項に基づき、当社定款において会社法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めてお

りますが、現時点においては、取締役（業務執行取締役等であるものを除

く）及び監査役と個別の責任限定契約は締結しておりません。

－ 9 －

会社役員の状況
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（3）取締役及び監査役の報酬等の総額

区　　　分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

5名
(1)

80百万円
(2)

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

4
(2)

9
(3)

合　　　計 9 90

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第11期定時株主総会において年

額150百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいており

ます。

３．監査役の報酬限度額は、平成17年２月８日開催の臨時株主総会において年額12百

万円以内と決議いただいております。

４．上記の報酬等の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額11

百万円（取締役５名に対し11百万円、監査役４名に対し０百万円）が含まれてお

ります。

（4）社外役員に関する事項

①　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の

法人等との関係

取締役及川善雅氏は株式会社ブレスの代表取締役であります。当社と兼

職先との間には特別の関係はありません。

②　他の法人等の社外役員等としての重要な兼任状況及び当社と当該他の法

人等との関係

該当事項はありません。

③　当事業年度における主な活動状況

出席状況及び発言状況

取締役 及 川 善 雅
当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席いたしま
した。企業経営者としての豊富な知識、経験から、適宜発
言を行っております。

監査役 佐　藤　正八郎
当事業年度に開催された取締役会14回及び監査役会８回全
てに出席いたしました。警察官としての経験、見識から、
適宜発言を行っております。

監査役 得 丸 大 輔
当事業年度に開催された取締役会14回及び監査役会８回全
てに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、
適宜発言を行っております。

－ 10 －

会社役員の状況
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５．会計監査人の状況
（1）名称　　　  EY新日本有限責任監査法人

　（注）　新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日に名称を変更し、

EY新日本有限責任監査法人となりました。

（2）報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16百万円

当社が会計監査人に支払うべき
金銭その他の財産上の利益の合計額

16百万円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監
査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区
分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行
状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについ
て必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について
同意の判断をしました。

（3） 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される

株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたし

ます。

－ 11 －
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６．業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下

のとおりであります。（平成31年３月31日現在）

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

①　取締役会は、法令遵守体制の確保に関連する規程・マニュアル類を整備

し周知徹底するとともに、役社員が高い倫理観を持って職務の執行に当

たるように、内部統制システムを含む制度を整備する。

②　監査役は監査役会規則に基づき独立した立場から取締役の職務執行を監

視し、その適法性を検証しており、法令、定款の違反を予想、発見した

場合は直ちに監査役会、取締役会に報告し、是正処置をとることとする。

③　内部監査室が定期的な内部監査を通じ当社の企業活動が法令、定款に基

づき実施されているかを調査し、代表取締役社長に報告しコンプライア

ンス体制の有効性を検証している。

④　企業倫理をはじめとする基本方針の決定など、コンプライアンス体制の

基盤整備を行い、全従業員が法令、定款、社内規程及び社会規範を遵守

のうえ社会的責任を果たし企業理念を実践するように、定期的な社内教

育を行うなど周知徹底を図ることとする。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　取締役の職務の執行に係る情報・文書（電磁的記録を含む）の取扱いは、

文書管理規程に従い作成のうえ、適切に保存及び管理を行い、取締役及

び監査役が常時これらの文書を閲覧できる状態を維持することとする。

②　必要な関係者は、必要に応じてこれらの文書を閲覧できるものとする。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　代表取締役社長の直属部署として内部監査室を設置し、定期的に内部監

査を実施する。

②　内部監査室の監査により法令、定款違反、その他損失の危険のある業務

執行が発見された場合には、その内容について、直ちに代表取締役社長、

取締役会及び監査役会に報告するものとする。

－ 12 －
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③　リスク管理規程に基づき、各部署所管業務に付随するリスク管理は担当

部署が行うとともに、事業部会にて全社横断的にリスク管理状況を監視

することとする。不測の事態が発生した場合には、リスク対応委員会を

設置し、適切かつ迅速に対応を行い、損失を最小限に止める。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基

礎として、取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に

開催し、迅速かつ的確な意思決定を行う体制を確保する。

②　取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程

及び稟議規程等の意思決定ルールに基づき個々の取締役の職務権限を明

確化することにより、効率的な達成方法を確保する。

（5）当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保

するための体制

　当社は、企業集団が存在しないので該当事項はありません。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項

　監査役が必要とする場合は、監査役の職務を補助する使用人を速やかに

配置するものとする。なお、使用人の人選は監査役会の意向を尊重し、協

議のうえ決定する。

（7）前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性

の確保に関する事項

　監査役補助人は取締役の指揮命令を受けないものとし、その人事異動、

人事評価、懲戒等の人事に関する事項に関しては、監査役会と協議のうえ

で決定するものとする。また、監査役の職務を補助すべき使用人は他の職

務を兼務せず、監査役の指揮命令に従うものとする。

－ 13 －
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（8）監査役への報告に関する体制

　取締役及び使用人は、職務執行に関して法令、定款違反行為及びリスク

顕在化の事実を確認した場合、当社に重大な影響を及ぼす事実を知った場

合は、代表取締役社長への報告と同時に、監査役に報告する体制を構築す

る。

　監査役は取締役会及びその他重要な会議に必要に応じて出席し、重要な

意思決定の過程及び業務の執行状況の把握を行う。また、その議事録の写

しは監査役に配布される。

　前項に関わらず監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告

を求めることができる。

（9）前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制

　役社員が監査役に対して報告を行った場合、当該報告をしたことを理由

として不利益な取扱いを行うことを禁止することをコンプライアンス規

程に定めている。

（10）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する

事項

　監査役がその職務の執行について生じる費用の前払又は支払等の請求

をした場合には、当社諸規程の定めに基づき速やかに支払処理を行う。

なお監査役は費用支出に当たっては、その妥当性を十分留意するものと

する。

（11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　役社員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備する

ように努める。

②　代表取締役社長は、監査役と定期的な会合を持ち、監査役監査の環境整

備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行うなど、意思疎通

を図るものとする。

③　内部監査室との連携を持ち、情報を共有化し、適切な意思疎通及び効果

的な監査業務の遂行を図る。また、必要に応じて内部監査室に対して調

査を求めることができる。
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（12）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりで

あります。

①　取締役会の主な運用状況

　取締役会は毎月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催さ

れ、重要事項の報告を受け迅速かつ的確な意思決定を行うとともに、取

締役の職務の執行状況を監督しています。

　また、財務に係る内部統制に関しては定例会を毎月開催し、担当取締

役から討議・報告内容が取締役会で報告されております。

②　監査役会の運用状況

　各監査役は取締役会に出席し、必要に応じて発言、調査を行い取締役

の監視を行っております。各部署へ往査を実施し、法令等の遵守状況、

リスク管理状況、重要書類等の管理状況を主に監査し、使用人の職務執

行状況の監視を行っております。

　また、会計監査人、内部監査室長とも定期的にコミュニケーションを

とり、情報を共有することで、監査の実効性の確保を図っております。

　以上を実施することで、取締役及び使用人の職務執行の法令及び定款

への適合状況を監視、監督しております。

③　内部監査の運用状況

　年２回の定期監査を通じ当社の企業活動が法令、定款に基づき実施さ

れているか調査しております。

　調査の結果、当事業年度において法令遵守に違反する企業活動は無く、

コンプライアンス体制は有効に機能していると判断しております。
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貸　借　対　照　表
（平成31年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 3,084,949 流 動 負 債 1,566,745

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

減 価 償 却 累 計 額

建 物 ( 純 額 )

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物 ( 純 額 )

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

車両運搬具(純額)

工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

工具、器具及び備品(純額)

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,325,563

722,312

103

27,203

9,766

1,526,359

1,269,336

497,745

△201,372

296,373

6,677

△5,739

938

6,680

△5,543

1,137

32,387

△29,559

2,827

968,059

1,884

306

1,577

255,138

7,000

32

220,063

29,842

△1,800

短 期 借 入 金 650,000

未 払 金 54,325

未 払 費 用 357,363

未 払 法 人 税 等 86,977

預 り 金 66,401

賞 与 引 当 金 269,807

そ の 他 81,869

固 定 負 債 529,341

退 職 給 付 引 当 金 397,029

役員退職慰労引当金 132,311

負 債 合 計 2,096,086

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,515,221

資 本 金 377,525

資 本 剰 余 金 337,525

資 本 準 備 金 337,525

利 益 剰 余 金 1,800,253

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,800,253

別 途 積 立 金 150,000

繰 越 利 益 剰 余 金 1,650,253

自 己 株 式 △81

純 資 産 合 計 2,515,221

資 産 合 計 4,611,308 負 債 純 資 産 合 計 4,611,308

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損　益　計　算　書

(平成30年４月１日から)平成31年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 5,354,123

売 上 原 価 4,150,579

売 上 総 利 益 1,203,544

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 699,537

営 業 利 益 504,006

営 業 外 収 益 1,861

営 業 外 費 用 4,440

経 常 利 益 501,427

特 別 損 失 24

税 引 前 当 期 純 利 益 501,402

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 174,103

法 人 税 等 調 整 額 △12,572

当 期 純 利 益 339,872

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書

(平成30年４月１日から)平成31年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金
合　　　計

当 期 首 残 高 377,525 337,525 337,525

当 期 変 動 額

剰余金の配当

当 期 純 利 益

当期変動額合計 － － －

当 期 末 残 高 377,525 337,525 337,525

株 主 資 本

純資産
合　計

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 150,000 1,405,785 1,555,785 △81 2,270,754 2,270,754

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △95,404 △95,404 △95,404 △95,404

当 期 純 利 益 339,872 339,872 339,872 339,872

当期変動額合計 － 244,467 244,467 － 244,467 244,467

当 期 末 残 高 150,000 1,650,253 1,800,253 △81 2,515,221 2,515,221

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

　　有価証券

その他有価証券

時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産　　　　　　　　　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成

28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　３年～50年

構築物　　　　　　　10年～40年

車両運搬具　　　　　　　　６年

工具、器具及び備品　２年～10年

②無形固定資産　　　　　　　　　定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）による定額法を採用してお

ります。

－ 19 －
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(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金　　　　　　　　　　売上債権その他これに準ずる債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金　　　　　　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与

支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のと

おりであります。

イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業

年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定

額基準によっております。

ロ．数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

④役員退職慰労引当金　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づ

く期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によってお

り、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の

費用として処理しております。

－ 20 －

個別注記表
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２．表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）

を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示して

おります。

３．株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度

期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度

増 加 株 式 数

当 事 業 年 度

減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末 の

株 式 数

普 通 株 式 3,975,300株 －株 －株 3,975,300株

(2)自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度

期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度

増 加 株 式 数

当 事 業 年 度

減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末 の

株 式 数

普 通 株 式 99株 －株 －株 99株

(3)剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
1 株 当 た り

配 当 額
基 準 日 効 力 発 生 日

平成30年６月28日

定 時 株 主 総 会
普通株式 95,404千円 24円 平成30年３月31日 平成30年６月29日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
1株当たり

配 当 額
基 準 日 効 力 発 生 日

令和元年６月27日

定 時 株 主 総 会
普通株式 利益剰余金 95,404千円 24円 平成31年３月31日 令和元年６月28日

(4)当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除

く。）の目的となる株式の種類及び数

該当事項はありません。

－ 21 －

個別注記表
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４．金融商品に関する注記

(1)金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社は、設備投資計画、資金繰り計画に照らして、必要な設備資金及び運転資金を銀行借

入れにより調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しており

ます。

② 金融商品の内容及びそのリスク

当社の財務状況に重要な影響を与えると考えられる金融商品は、現金及び預金、売掛金、

投資有価証券、借入金であります。営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されて

おります。投資有価証券は、非上場株式であり発行会社の信用リスクに晒されております。

借入金は、運転資金目的及び設備投資目的によるものでありますが、償還日は最長で決算日

後１年以内であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

a.信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、各営業所が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相

手ごとに期日及び残高を管理するとともに財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握

や軽減を図っております。投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）

の財務状況等を把握し、取引先企業との関係等を勘案して保有状況を継続的に見直しており

ます。

b.資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより

流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいる

ため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

－ 22 －
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(2)金融商品の時価等に関する事項

平成31年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

① 現金及び預金 2,325,563 2,325,563 －

② 売掛金 722,312 722,312 －

資産計 3,047,875 3,047,875 －

① 短期借入金 650,000 650,000 －

負債計 650,000 650,000 －

(注)１．金融商品の時価の算定方法

資　産

①現金及び預金、②売掛金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから当該帳簿価額によっております。

負　債

①短期借入金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当

該帳簿価額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

　投資有価証券
　　非上場株式 7,000

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められて

いることから、時価開示の対象としておりません。

－ 23 －
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５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

賞与引当金 81,050千円

賞与引当金法定福利費 11,318千円

福利厚生費 1,401千円

退職給付引当金 119,267千円

役員退職慰労引当金 39,746千円

未払事業税 5,360千円

その他 2,387千円

小計 260,532千円

評価性引当額 △40,468千円

繰延税金資産合計 220,063千円

繰延税金資産の純額 220,063千円

６．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 632円73銭

(2) １株当たり当期純利益 85円50銭

－ 24 －
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
令和元年５月16日

株式会社ヒップ
　  取締役会 御中

　　　　EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 伊 澤 賢 司 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 奥　谷　　　績 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ヒップの平成30年４
月１日から平成31年３月31日までの第24期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ
た。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

 以　上

－ 25 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第24期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の
内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につ
いて検討いたしました。

２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

令和元年５月21日
株 式 会 社 ヒ ッ プ 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 石 榑 享 司 
社 外 監 査 役 佐 　 藤 　 正 八 郎 
社 外 監 査 役 得 丸 大 輔 

以　上

－ 26 －
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

当社は、業績並びに当社を取巻く経営環境や将来の事業展開に備えた内部留保

等を総合的に勘案し、安定配当の維持に努めることを基本方針としています。

第24期の期末配当につきましては、当事業年度の業績及び今後の事業展開と株

主還元の充実を総合的に勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金24円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は95,404,824円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

令和元年６月28日といたしたいと存じます。

－ 27 －

剰余金処分議案
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第２号議案　取締役２名選任の件

　経営体質の強化を図るため取締役２名を増員することとし、選任をお願いする

ものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めによ

り、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名

（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

の 株 式 数

１
おお

大
 

　
はら

原
 

　
たつ

達
 

　
ろう

朗

（昭和39年10月８日）

平成18年11月　当社入社

平成21年４月　中部事業部　営業担当部長

平成24年７月　東海・北陸統括部　統括部長

平成27年４月　神奈川・静岡統括部　統括部長

平成28年11月　中日本事業部　特命部長

平成30年２月　執行役員　中日本担当（現任）

800株

２

くら

倉
 

　
かけ

掛
 

　
たつ

達
 

　
や

也

（昭和43年６月20日）

平成12年５月　当社入社

平成20年４月　西部事業部　事業部長兼

大阪営業所　所長

平成24年７月　近畿・九州統括部　統括部長兼

大阪営業所　所長

平成26年４月　近畿・九州統括部　統括部長

平成27年４月　東海・北陸統括部　統括部長

平成28年11月　西日本事業部　特命部長

平成30年２月　執行役員　西日本担当（現任）

6,200株

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

２．各候補者の所有する当社株式数は、当事業年度末（平成31年３月31日）現在の株式数

を記載しております。また、従業員持株会における単元株式数（100株）以上の本人持

分を含めて記載しております。

３．大原達朗氏を取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。

同氏は、15年以上の労働者派遣業での業務実績と、当社においても東海・北陸地方に

おける事業責任者としての豊富な経験と実績に基づく経営管理能力を有し、今後さら

なる貢献が見込まれることから取締役候補者といたしました。

４．倉掛達也氏を取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。

同氏は、労働者派遣業において20年以上の豊富な経験があり、当社においても近畿・

九州地方における事業責任者としての幅広い知見と取締役として十分な業務実績を有

し、当社の事業発展への貢献を期待できることから取締役候補者といたしました。

－ 28 －

取締役選任議案
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件

　平成30年６月28日開催の第23期定時株主総会において補欠監査役に選任されま

した加藤丈尚氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとされておりますので、

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任

をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。
ふ り が な

氏　　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社
の 株 式 数

か

加
とう

藤
たけ

丈
ひさ

尚
(昭和52年３月２日)

平成16年２月　加藤税務会計事務所入所

平成26年７月　上名古屋税理士法人入社

（現任）

30,100株

（注）１．加藤丈尚氏が所属する上名古屋税理士法人と当社は顧問契約を締結しております。

２．加藤丈尚氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

３．加藤丈尚氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士の補助者として高度な専

門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。なお、同

氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありま

せんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと

判断しております。

以上

－ 29 －

補欠監査役選任議案
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メ　　モ

－ 30 －

メモ
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－ 31 －

メモ
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：神奈川県横浜市西区楠町８番地８

当社本店会議室

TEL 045-328-1000

ヒップ本社ビル
浅間下

シルエタワー

タイセイ

深作眼科

タイムズ
交番

国保会館

ジョナサン

ホテルプラム
相鉄ビル

ハマボール
イアス ＮＴＴコミュニケーションズ

ＳＴビル

ヨドバシカメラ

ベイシェラトン

地下鉄
北９番

高島屋
ビブレ

ホテル・ザ・ノットヨコハマ

横浜駅

西
口

相
鉄
口

首
都
高
速
神
奈
川
２
号
三
ッ
沢
線

タカシマヤ
ローズホール

交通：ＪＲ各線、東急東横線、市営地下鉄、京浜急行、相鉄線、みなとみらい線

横浜駅　西口より徒歩約13分

地図




